高知県福祉・介護人材の処遇改善事業費交付金の請求及び支払等に関する事務処理要領
第１　趣旨
　　　高知県福祉・介護人材の処遇改善事業費交付金（以下「交付金」という。）の請求、支払、実績報告等の事務処理については、「福祉・介護人材の処遇改善事業事務処理要領」（平成２２年３月３０日付け厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課事務連絡）（以下「厚生労働省事務処理要領」という。）、「福祉・介護人材の処遇改善事業助成金の支払方法等について（要領）」（平成２１年９月１日付け厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課、障害福祉課事務連絡）（以下「厚生労働省支払要領」という。）及び「福祉・介護人材の処遇改善事業における事業年度の取扱いについて」（平成２１年１０月８日付け２１高障害第１４６８号）の規定によるほか、この要領の定めるところによる。

第２　交付金の請求及び支払
　１　本体報酬である介護給付費等（介護給付費、訓練等給付費、特例介護給付費、特例訓練等給付費及び高額障害福祉サービス費（現物分）をいう。）の支払を市町村が国民健康保険団体連合会へ委託している場合（厚生労働省事務処理要領２の二のア及びイの障害福祉サービス等）は、厚生労働省支払要領に基づくものとする。
　２　本体報酬である障害児施設給付費の支払事務を国民健康保険連合会へ委託していない場合（厚生労働省事務処理要領２の二のウに掲げる障害福祉サービス等（重症心身障害児（者）通園事業を除く。））は、次に掲げるとおりとする。
　　（１）交付金を請求しようとする事業者（以下「事業者」という。）は、交付金の交付を受けようとするときは、厚生労働省支払要領に定める障害児施設給付費等請求書又は別記第１号様式による交付金請求書を知事に提出しなければならない。この場合において、障害児施設給付費等請求書による場合は、給付費に係る請求額を除き交付金の請求額のみを記入しなければならない。
　　（２）知事は、本体報酬に係る請求書の内容を審査した上で、適当であると認める場合は原則として給付費の支払と同時期に交付金を事業者に支払うこととする。
　　（３）県以外の都道府県等が発行する受給者証を有する利用者又は県以外の事業所の利用に係る交付金の請求及び支払については、次に掲げるとおりとする。
　　　　ア　事業者は、県内の事業所を利用する者のうち、県以外の都道府県等が発行する受給者証を有する利用者に係る交付金の請求に当たっては、（１）の請求に際し当該利用者に係る障害児施設給付費等請求書の写しを添付しなければならない。この場合において、知事は、当該都道府県に給付費の請求内容を確認の上、当該給付費が適正であることを確認した後に交付金を支払うものとする。
　　　　イ　県外の事業所を利用する者であって県が発行する受給者証を有する者に係る交付金の請求については、当該事業所の所在する都道府県に障害児施設給付費等請求書又は当該都道府県が定める様式により請求することとし、県は、当該都道府県に対し、障害児施設給付費等請求書を送付する等、当該都道府県に交付金の支払に必要となる給付費の請求内容等の情報提供を行い、交付金は、当該都道府県から事業者に支払うものとする。ただし、県と当該都道府県との協議により、厚生労働省支払要領４の（３）に基づく委託契約が締結された場合は、利用者の出身地である都道府県において交付金が支払われる場合がある。
　３　報酬等の総額が障害児施設措置費である場合は、次に掲げるとおりとする。
　　（１）事業者は、交付金を請求する場合は、別記第２号様式による交付金請求書を障害児施設措置費に係る請求書（以下「措置費請求書」という。）に添付して知事に提出しなければならない。
　　（２）知事は、措置費請求書の内容を審査した上で、適当であると認める場合は交付金を事業者に支払うものとする。
　　（３）県以外の都道府県等が発行する受給者証を有する利用者又は県以外の事業所の利用に係る交付金の請求及び支払については、第２の２の（３）に準じることとし、「障害児施設給付費等請求書」とあるのは「措置費請求書」と、「給付費」とあるのは「措置費」と読み替えるものとする。
　４　報酬等の総額が重症心身障害児（者）通園事業（以下「通園事業」という。）による委託契約に基づく場合は、次に掲げるとおりとする。
　　（１）交付金の交付の申請等
ア　事業者は、交付金の交付を受けようとする場合は、別記第３号様式による交付金交付申請書に県との通園事業の委託契約書の写しを添付して知事に提出しなければならない。
イ　事業者は、通園事業の委託契約額に増額の変更があった場合は、別記第４号様式による交付金変更交付申請書に通園事業の変更契約書の写しを添付して知事に提出しなければならない。ただし、通園事業の委託契約額に減額の変更があった場合は、交付金の変更交付申請によらず、当該減額分を厚生労働省事務処理要領１３に定める実績報告による余剰金として取扱うものとする。
　　（２）交付の決定の通知
　　　　　知事は、（１）のアによる交付金の交付申請及びイによる交付金の変更交付申請が適当であると認めたときは、事業者に通知するものとする。
（３）交付金の請求等
　　ア　平成２１年度
　　　　事業者は、平成２２年３月末までに別記第５号様式による交付金請求書を知事に提出し、平成２１年度の賃金改善実施期間（４月間）分に係る請求を行わなければならないこととし、知事は、事業者に対し、原則として平成２２年３月末までに交付金を支払うこととする。
　　イ　平成２２年度及び平成２３年度
　　　　事業者は、原則として当該年度末までに別記第５号様式による交付金請求書を知事に提出し、当該年度の賃金改善実施期間に係る請求を行わなければならないこととし、知事は、事業者に対し、原則として当該年度末までに交付金を支払うこととする。この場合において、通園事業に係る受託費を当該年度内に請求する場合は、当該請求額に応じた交付金の請求を併せて行うことができるものとし、受託費及び交付金の支払は、原則として同時期とする。
ウ　平成２４年度
事業者は、平成２４年４月末までに別記第５号様式による交付金請求書を知事に提出し、平成２４年度の賃金改善実施期間（２月間）分に係る請求を行わなければならないこととし、知事は、事業者に対し、平成２４年５月末までに交付金を支払うこととする。
　５　報酬等の総額が精神障害者社会復帰施設等運営費補助金（厚生労働省事務処理要領２の二のエの障害福祉サービス等）（以下「運営費補助金」という。）による場合は、次に掲げるとおりとする。
　　（１）交付金の交付の申請等
ア　事業者は、交付金の交付を受けようとする場合は、別記第６号様式による交付金交付申請書に運営費補助金の交付決定通知書の写しを添付して知事に提出しなければならない。
イ　事業者は、運営費補助金の交付決定額に増額の変更があった場合は、別記第７号様式による交付金変更交付申請書に運営費補助金の交付変更決定通知書の写しを添付して知事に提出しなければならない。ただし、運営費補助金の交付決定額に減額の変更があった場合は、交付金の変更交付申請によらず、当該減額分を厚生労働省事務処理要領１３に定める実績報告による余剰金として取扱うものとする。
　　（２）交付の決定の通知
　　　　　知事は、（１）のアによる交付金の交付の申請及びイによる交付金の変更交付の申請が適当であると認めたときは、事業者に通知するものとする。
（３）交付金の請求等
　　ア　平成２１年度
　　　　事業者は、平成２２年３月末までに別記第８号様式による交付金請求書を知事に提出し、平成２１年度の賃金改善実施期間（４月間）分に係る請求を行わなければならないこととし、知事は、事業者に対し、原則として平成２２年３月末までに交付金を支払うものとする。
　　イ　平成２２年度及び平成２３年度
　　　　事業者は、原則として当該年度末までに別記第８号様式による交付金請求書を知事に提出し、当該年度の賃金改善実施期間に係る請求を行わなければならないこととし、知事は、事業者に対し、原則として当該年度末までに交付金を支払うものとする。この場合において、運営費補助金の概算請求をする場合は、当該請求額に応じた交付金の請求を併せて行うことができるものとし、運営費補助金及び交付金の支払は、原則として同時期とする。
ウ　平成２４年度
事業者は、平成２４年４月末までに別記様式第８号による交付金請求書を知事に提出し、平成２４年度の賃金改善実施期間（２月間）分に係る請求を行わなければならないこととし、知事は、事業者に対し、平成２４年５月末までに交付金を支払うものとする。

第３　事業者承認申請及び処遇改善計画の変更
　　　事業者は、厚生労働省事務処理要領１２に定める変更があった場合は、次に掲げるとおり別記第９号様式による事業者承認申請等の変更届出書を知事に提出しなければならない。
（１）厚生労働省事務処理要領１２の一及び二に該当する場合は、変更前の処遇改善計画書の写し及び変更後の処遇改善計画書を添付すること。
（２）厚生労働省事務処理要領１２の三の就業規則の改正について、既に事業者承認を受けた処遇改善計画の内容の変更に係る場合は、変更後の処遇改善計画書を添付すること。

（３）厚生労働省事務処理要領１２の四に該当する場合であって、既にキャリアパス要件等届出書が受理されている場合は、変更前のキャリアパス要件等届出書の写し及び変更後のキャリアパス要件等届出書を添付すること。
（４）変更があった日から１０日以内に届け出ること。
第４　実績報告
　　　厚生労働省事務処理要領１３に定める実績報告書の提出については、事業者が作成する書類を添付するほか、別記第１０号様式による実績報告書の添付によることもできるものとする。この場合において、別記第１０号様式による実績報告書の保管年数は、厚生労働省事務処理要領８の四に定めるとおりとする。
　附　則
　この要領は、平成２１年１２月７日から施行する。
　附　則

　この要領は、平成２２年６月８日から施行し、平成２２年３月３０日から適用する。
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